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埼玉県社会福祉事業団建設工事に係る業務委託一般競争入札公告 

  

 埼玉県社会福祉事業団花園女子居住棟ほか改修工事設計業務について、下記のとおり一般競争入

札を行うので、埼玉県社会福祉事業団業務委託一般競争入札要領（以下「要領」という。）第６条

の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については要領の規定によるものとする。 

 

 令和６年４月１０日 

 

社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

 理事長  大木 正仁 

 

記 

 

１ 入札対象業務  

（１）業務名 埼玉県社会福祉事業団花園女子居住棟ほか改修工事設計業務 

（２）業務箇所 埼玉県深谷市小前田２６９１番地 

（３）契約期間 契約確定の日から令和７年２月２０まで 

（４）設計金額 入札執行後に公表する。 

（５）業務概要 

 

ア 目的 

 本業務は、女子居住棟の老朽化に伴う大規模な改修及び仮設棟の 

有効利用を図るための実施設計業務である。 

イ 対象建築物等 

 女子居住棟 鉄筋コンクリート造２階建 

 延べ床面積 ２，７８０．９０㎡   

 仮設棟   鉄筋コンクリート造１階建 

 延べ床面積 １，６５９．２３㎡ 

ウ 業務内容     

 ・女子居住棟及び仮設棟改修工事の実施設計業務 

 ・内訳書、数量計算書作成業務（単価入替含む。） 

 ・概略工事工程表、工事費概算書作成業務等（特記仕様書による。） 

 

（６）その他   受注者は、新型コロナ感染症の罹患等により、工事及び測量・ 

調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）を継続することが 

困難となった場合、契約中の工事等について、工期又は履行期間の 

延長等の申出を行うことができる。 

 発注者は、受注者から工期又は履行期間の延長等の申出があった 

場合は、契約約款等に基づき、受発注者間で協議を行った上で、必 

要があると認められるときには、工事等の工期又は履行期間の見直 

し及びこれに伴い必要となる請負代金額又は業務委託料の変更等 

を行う。 

２ 落札者の決定方法 価格競争方式により落札者を決定する。 

３ 入札手続きの方法   本件入札の資料の提出、届出及び入札は要領により行う。 

４ 仕様書等   仕様書等は、埼玉県社会福祉事業団ホームページに掲載する。 

       （http://sswc-gr.jp/sswc） 

令和６年４月１０日（水）から令和６年５月８日（水）まで 

５ 一般競争参加資格等確認申

請書の提出 

ア 期間 （祝祭日、休日を除く。） 

令和６年４月１２日（金）午前１０時００分から 

  令和６年４月２２日（月）午後 ３時００分まで   
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イ 提出場所 

  施設名：埼玉県社会福祉事業団花園 庶務担当 

  住所 ：埼玉県深谷市小前田２６９１番地 

  電話 ：０４８－５８４－２５０６ 

 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に一般競争入札参加資

格等確認申請書に一般競争入札参加資格等確認資料を添付し、持参

すること。 

６ 仕様書等に関する質問 令和６年４月１２日（金）午前１０時００分から 

  令和６年４月２２日（月）午後 ３時００分まで 

  質問がある場合には、上に示す時間内にファクシミリ等により提

出すること。 

  質問書の題名、説明要求内容には、特定の企業名や個人名を記

入しないこと。 

    （ファクシミリ：０４８－５８４－５０８１） 
７ 質問に対する回答   令和６年４月２４日（水）午後３時００分 

質問に対する回答は、上に示す日にホームページに掲示する。 

８ 入札執行の日時等 ア 日時 

  令和６年５月８日（水）午前１０時００分 

イ 入札場所  

  埼玉県社会福祉事業団花園（ＴＥＬ：０４８－５８４－２５０６） 

 

９ 入札に参加できる者の形態 単体企業 

10 入札に参加する者に必要な資格 

  入札参加希望者の入札参加資格は下記の（１）から（６）の資格を有する者について入札参加資格

審査委員会に諮り、決定する。 

（１）資格者名簿への登録 申請業務［業務分類(大)］ 建築関連コンサルタント 

希望業務［業務分類(小)］ 医療及び社会福祉施設 

 令和５・６年度埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿（以

下「資格者名簿」という。）に、上に示す業務で登載されている者で

あること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の

有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の

参加資格」ウただし書きに該当する者にあっては、埼玉県知事が別に

定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 

（２）所在地 本店又は主たる営業所 埼玉県内 

 資格者名簿に登載された「本店又は主たる営業所」が上に示す所在

地にあること。 

（３）業務を行うための資格  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による一級建築士 

事務所の登録を受けた者であること。 

（４）業務実績  契約の締結日にかかわらず平成２６年４月１日から公告日まで

の間に１回の業務委託契約により、ア、イのいずれにも該当する

設計業務履行実績を有する者であること。 
ア 障害者の支援や老人等の介護を行う社会福祉施設 

（障害者支援施設、老人ホーム、グループホーム等で居住部分を 

有するものに限る。）又は病院 

イ 新築、改築、増築、改修工事の実施設計を行い、契約金額が 

   ５００万円以上 
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（５）配置予定の技術者  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第５条第２項の一級建築

士の免許証の交付を受けた者を管理技術者として配置できること。 

（６）その他の参加資格 ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

イ 埼玉県社会福祉事業団会計事務処理要領第２章第６節第２第１

項の規定により、埼玉県社会福祉事業団の一般競争入札に参加させ

ないこととされた者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事 

項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加 

資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

エ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係

る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受け

ていない者であること。 

オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係

る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けてい

ない者であること。 

11 入札参加資格確認 ア 一般競争入札参加資格等確認結果通知書は令和６年４月２５日

（木）までに通知する。 

イ 参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和６年４月３０日（火）

までに、書面により再確認を求めることができる。 

ウ 再確認の結果は、令和６年５月２日（木）までに通知する。  

12 低制限価格   設定しない。 

13 入札保証金 納付する。 

（１） 入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の１１０ 

に相当する金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。）の１００分の５以上（１円未満の端数

があるときは、その端数を切り上げるものとする。）の入札保

証金を納付しなければならない。ただし、次の各号に該当する

者に限り、免除することができる。 

ア 入札に参加しようとする者が保険会社との間に埼玉県社会

福祉事業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、こ

の保険証券を５月２日（木）午後４時までに提出した者。 

   イ 国（公団を含む。）又は地方公共団体（出資法人を含む。）

と種類及び規模をほぼ同じくする契約を過去２年間の間に数

回以上すべて誠実に履行したものについて、その者が契約を

締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

   ウ その他上記に準ずる場合であると認めたとき。 

（２） （１）イに該当する場合の免除方法は、次のとおりとする。 

   当該年度の前々年度の４月１日以降に国（独立行政法人を含む 

。）又は地方公共団体（出資法人を含む。）と種類は１０、（４）、

アに該当し、受注金額が１，０００万以上の業務委託契約を２

回以上締結し、業務完了検査結果通知書等、履行した実績を証

明するものの写しを提出した場合。 
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(３)  入札保証金は、入札の終了後還付する。ただし、落札者の入 

札保証金は落札者が納付すべき契約保証金がある場合は、これ 

に充当するものとする。 

（４） 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金

は（その納付に代えて提供された担保を含む。）は、還付しな

いものとする。 

14  契約の条件 特になし。 

 

15 契約保証金 (１) 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額）の契約保証

金（入札保証金を納付したときは、その差額）を納付しなければ

ならない。 

(２) 次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免

除する。 

  ア 保険会社との間に埼玉県社会福祉事業団を被保険者とする

履行保証保険契約を締結した者 

  イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他理事長が指定する金融

機関と埼玉県社会福祉事業団を債権者とする業務履行保証契

約を締結した者 

(３) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受け

ることにより、還付する。ただし、契約者がその責に帰すべき理

由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は還付し

ない。 

16 支払条件  

（１）前金払  する。（その額は契約金額の３０％以内とし、１万円未満の端数は

切り捨てる。 

（２）部分払い しない。 

17 業務説明会 開催しない。 

18 入札に関する注意事項  

（１）入札の執行  入札に参加する者が１者であっても、入札を執行する。 

（２）入札時の提出書類 ア 一般競争入札参加資格等確認申請書（写し）及び一般競争入札参

加資格等確認結果通知書を提出する。 

イ 入札参加者は初度入札時に入札金額見積内訳書を提出する。 

（３）入札書に記載する金額  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

０分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（４）提出書類 落札者は落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提 

出すること。  

（５）入札回数 ア 再度入札は２回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができな

い。 

（６）入札の辞退 要領第１８条の規定による。 

（７）独占禁止法など関係法令

の遵守 

 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

（８）くじ引きによる落札者の

決定 

 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある時は、直ちに、 

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 
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 この場合、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の 

ない職員にくじを引かせるものとする。 

（９）入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札者の押印のない入札書による入札 

イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札

書による入札 

ウ 金額の訂正のある入札書による入札 

エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らか

でない入札書による入札 

カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

キ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

ク ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理

をした者がした入札 

ケ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者が

した入札 

コ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

サ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした 

入札 

シ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札

保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札 

ス 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

セ その他公告に示す事項に反した者がした入札 

19 その他 (１) 埼玉県社会福祉事業団会計規定、会計事務処理要領を熟知の

上、埼玉県社会福祉事業団業務委託一般競争入札要領に基づき入

札に参加すること。 

(２) 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認資料

は返却しない。 

(３) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配

置すること。 

(４) 入札参加者は、入札後、この公告、仕様書等（質問回答書を含

む）、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ 

とはできない。 

(５) 契約期間中に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

  に係る入札参加停止の措置を受けたときは契約を解除すること

  がある。 

   この場合、受注者は契約の解除による損害の賠償請求をするこ

とができない。 

20 この公告に関する問い合わ

せ先 

社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団花園 

庶務担当 

電  話  ：０４８－５８４－２５０６ 

ファクシミリ：０４８－５８４－５０８１ 

 

 


